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1. はじめに 

近年、環境問題や健康への意識の高まりにより自転車利用者が増加傾向にある。自転車の利用が増加するこ

とは好ましいことではあるが、それに伴い利用者の自転車交通ルールに関する知識や規範意識の不足などが社

会問題化してきている。道路交通法では、法令で定められた区間は歩道を通行することが認められている。自

転車通行可の歩道は歩道全体の 4 割を超えており¹⁾、このことが自転車利用者の「自転車は車両である」との

認識の欠落を招き、違反行動が多く見られる要因となっているのではないかと考えられる。そこで、盛岡市で

行ったアンケート調査から自転車利用者の意識を分析し、その問題点を探った。 

 

2. 調査方法 

2011 年 12 月に岩手県盛岡市で自転車利用の意識と実態に関するアンケート調査を行った。交通法規の遵守

状況と交通法規の知識について質問し、遵守状況と知識の程度を明らかにした。自転車利用者の普段の通行位

置（歩道、車道）と自転車を車と歩行者のどちらに近い乗り物と考えているかという点に着目し分析した。ア

ンケート用紙は新聞折り込みによって配布し、郵送による回収を行った。回収率は表 1 に示したとおりである。 

表 1 アンケート回収率 

配布地域 配布数 回収数 回収率(%) 

盛岡市 2550 348 13.6 

 

3. 調査結果 

(1) 普段の通行位置からの分析 

普段の自転車利用について、歩道通行する人と車道通行する人に分けカイ 2 乗検定、フィッシャーの正確確

率検定を用いて比較した（表 2）。 

 

図 1 通行位置と並列走行 
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表 2 普段の走行位置に関するカイ 2 乗検定 

・フィッシャーの正確確率検定結果 

分析項目 
有意水準 

1% 5% 

歩
道
を
走
行
す
る
人
ほ
ど 

傘差し運転をする ○ ○ 

車道上では左側通行をしない ○ ○ 

運転中に携帯電話を使用する ○ ○ 

並列走行する ○ ○ 

歩道上で車道側を通行しない ○ ○ 

「止まれ」の標識で一時停止しない ○ ○ 

「ルールだから」という理由では通行位置を選択しない ○ ○ 

歩道では歩行者の近くをすり抜けても良いと考える × ○ 

 ○は有意   ×は有意でない 

25% 

8% 

75% 

92% 

0% 50% 100%

歩道 

車道 

並列走行する 並列走行しない 

(N=63) 

(N=91) 
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 通行位置によって最も顕著な差が見られた違反行動は並列走行であった（図 1）。歩道を通行することが多

いと回答した人のほうが並列走行などの違反行動をする割合が高い。接触しなければ歩行者の近くをすり抜け

ても良いと考える人の割合も同様に高くなっている。これに対し、車道を通行することが多いと回答した人の

ほうが車道左側通行などの交通法規を遵守する割合が高い。また、車道を通行する人のうち、「ルールだから」

という理由で車道を通行する人は約 5 割となった。「並列走行は違反か」など自転車の交通ルールに関する知

識についてもいくつか質問をしたが、回答結果には通行位置による有意な差は見られなかった。これらのこと

から、違反行動や法令遵守意識は普段の通行位置によって違いがあり、歩道を通行することが多い人ほど違反

行動が多く、歩道では歩行者が優先されるという認識が不足していると考えられる。 

 

(2) 自転車は「歩行者か車か」の意識からの分析 

 回答者に自転車は歩行者に近い乗り物か車に近い乗り物かを聞き、その回答の違いと普段の自転車利用につ

いてカイ 2 乗検定、フィッシャーの正確確率検定を用いて比較を行った（表 3）。 

図 2 「歩行者か車か」と歩道通行時の通行位置 

「歩行者か車か」によって最も顕著な差が見られた項目は歩道通行時の通行位置であった（図 2）。また、「歩

行者に近い」と考える人のほうが飲酒運転などの割合が高く、「車に近い」と考える人のほうが車道左側通行

などの交通法規を遵守する割合が高い。このことから、「歩行者に近い」と考える人ほど違反行動が多く、「車

に近い」と考える人ほど法令遵守意識が高い傾向にある。「自転車は車両である」という認識の不足が違反行

動に繋がっているほか、歩道通行時に歩行者に対する配慮を欠いた運転をする原因になっていると考えられる。 

 

4. おわりに 

歩道を通行することが多い人は車道を通行することが多い人に比べて違反行動が多くみられたが、自転車の

交通ルールに関する知識の回答結果には通行位置による有意な差は見られなかった。つまり、歩道を通行する

人には自身の行動が違反行為であると理解したうえで違反行動をする人が多いということになる。また、歩道

を通行することが多い人や「歩行者に近い」と考える人は歩行者優先意識が不足していると考えられる。 

車道を通行することが多い人や自転車を「車に近い」と考える人のほうが法令を遵守する割合が高くなって

いたことからも、歩道通行を法的に認めていることが「自転車は車両である」という認識の欠落を招き、自転

車利用者の違反行動や歩行者に対する配慮を欠いた運転の原因となっていると考えられる。違反行動や自転車

事故を減らすためには、自転車の歩道通行を規制し車道を走行させることで「自転車は車両である」という認

識を抱かせることが必要であると考えられる。今後さらに歩道通行と違反行動の関連について利用者意識や交

通行動から調査し、歩道通行と違反行動誘発の因果関係について考察を進めていきたいと考えている。 
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表 3 「歩行者か車か」の意識に関するカイ 2 乗検定・ 
フィッシャーの正確確率検定結果 

分析項目 
有意水準 

1% 5% 

歩
行
者
に
近
い
と

思
う
人
ほ
ど 

車道通行時に車道左側を通行しない × ○ 

飲酒運転をする × ○ 

歩道通行時に車道側を通行しない ○ ○ 

「止まれ」の標識で一時停止しない ○ ○ 

歩道では歩行者によけてほしいと考える × ○ 

歩道を通行することが多い ○ ○ 

○は有意   ×は有意でない 

60% 

77% 

40% 

23% 

0% 50% 100%

歩行者に

近い 

車に近い 

車道側を通行する 車道側を通行しない 

(N=230) 

(N=113) 
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